
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起（その１３） 

 

令和２年３月１５日 

在シンガポール日本国大使館 

 

１．シンガポール保健省（ＭＯＨ）は，シンガポール国内における感染者数を

次の通り公表しています（１４日現在）。詳細は，保健省ＨＰを確認下さい。 

 

感染者数２１２名（累計），退院者数１０５名（累計），死亡事例０名 

 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/eight-more-cases-

discharged-twelve-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed 

 

２．また，本１５日，同保健省は更なる海外からの流入症例を防止するための

措置として概要次の通り公表しました。詳細は，保健省ＨＰを確認下さい。 

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-

precautionary-measures-to-prevent-further-importation-of-covid-19-

cases 

 

（１）世界的に１３５カ国で１５０，０００名以上の新型コロナウイルスの症 

例と５，０００人以上の死亡者がありその数は急速に増加。３月１２日に予防

措置を関係省庁タスクフォースが発行して以来，２５，０００件を越える新規

症例があり，これら症例の大部分は中国国外で報告されている。世界保健機構

（ＷＨＯ）は，流行の震源地が現在ヨーロッパに移行していることを示してお

り，現在，中国よりもそれ以外で多くの症例が報告されている。 

 

（２）最近３日間シンガポールにおいては，２５件の新規症例が増加。これら

のうち３／４以上が流入症例であり，内９割が海外より帰国のシンガポール市

民・永住者及び長期滞在ビザ所持者。流入症例の１／４以上がＡＳＥＡＮ諸国

からの流入。封じ込めに集中している重要な時期に流入症例はシンガポールの

医療に大きな負担となっている。 

 

（３）入国制限 

 ３月１６日，２３：５９以降，シンガポールに入国しようとする者で，過去

１４日以内に日本・ＡＳＥＡＮ諸国・スイス・英国への渡航歴を持つ全ての旅

行者（市民・永住者・長期滞在ビザ保持者・短期滞在者）はＳＨＮ（Stay-
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Home Notice／シンガポール帰国日から１４日間の自宅待機／外出禁止）措置

を受ける。また，ＳＨＮ期間の居所（自宅／ホテル等）を提示する必要があ

る。無症状であっても新型コロナウイルス検査（スワブ検査）を受けさせられ

る場合もある。 

＊ＳＨＮは，トランジットエリアを離れずに乗り継ぎをする旅行者には適用さ

れません。 

 

（４）３月１６日，２３：５９から，上記のＳＨＮ要件に加え，ＡＳＥＡＮ諸

国国籍を有する短期滞在者は，シンガポールに渡航する前に居住する国のシン

ガポール大使館を通じてＭＯＨによる事前承認を得る必要があり，入国時に移

民検問庁（ＩＣＡ）により事前承認が確認される。 

 

（５）人材開発省（ＭＯＭ）は，シンガポールに入国する外国人家事補助者の

為の新規措置を実施（詳細は次のＭＯＭ・ＨＰ参照）。 

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0315-entry-

approval-and-shn-requirements-for-all-new-and-returning-foreign-

domestic-workers 

 

（６）以前に発出の，中国本土（湖北省以外／湖北省よりの帰国者は検疫対

象）・イラン・イタリア・フランスドイツ・韓国・スペインから帰国する市

民・永住者・長期滞在ビザ所持者へのＳＨＮ(Stay-Home Notice／シンガポー

ル帰国日から１４日間の外出禁止)措置は継続。また，これらの地域からの短

期滞在者は入国およびトランジットができない。 

 

（７）シンガポールに入国する発熱・呼吸器症状のある旅行者は，旅行歴に関

係なく，検査所で新型コロナウイルス検査（スワブ検査）の受検が義務。ま

た，ＳＨＮ(Stay-Home Notice／シンガポール帰国日から１４日間の外出禁止

／外国人訪問者はホテル可)措置を発行。この検査結果が陰性であっても，感

染の可能性がないということにはならないことから SHNに服する必要がある。

臨床的に感染が疑われる場合には病院に送致される。 

 

（８）これら入国制限措置は３０日後に見直される。また，今後，世界的状

況・国内状況に鑑み他国にも入国制限措置を拡大する可能性がある。 

 

（９）渡航勧告 
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 シンガポール国民に対して即時に，不要不急のすべての海外渡航の延期を勧

告。この勧告は３０日間適用され，その後見直される。  

 

 

 

 

３．外務省は，新型コロナウイルスの発生に関し，海外安全ＨＰにて「感染症

危険情報」を発出しています。渡航にあたっては，同ホームページ等にて最新

情報の入手を行ってください。 

 

４．今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け，各国政府が日本・シン

ガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので，

渡航にあたっては，外務省ＨＰ・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報

の入手を行ってください。 

 

５．外務省海外安全ホームページ，厚生労働省ホームページ，シンガポール保

健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。 

 

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

●厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

●シンガポール保健省（ＭＯＨホームページ）https://www.moh.gov.sg/ 
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（参考）シンガポール政府は WhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供し

ています。（チャンネル登録：https://go.gov.sg/whatsapp） 

 

 

https://go.gov.sg/whatsapp

